
防災県土整備企業常任委員会提出資料

1 議案説明事項

( 1 ）議案第 13 0号、第 13 1号

三重県流域下水道条例、三重県営住宅条例の一部を改正する

条例案について

( 2）議案第 13 3号、 13 4号、 13 5号、 13 6号

工事請負契約について

( 3）議案第 13 7号、第 13 8号

工事請負契約の変更について

2 所管事項

( 1 ) 「『平成27年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等

に係る意見」への回答について

(2) 「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」（仮称）中間案に

ついて

(3）三重県耐震改修促進計画の改定について

( 4）維持管理の「見える化」について

(5）次期三重県建設産業活性化プラン（仮称）について

(6）指定管理者が行う公の施設の管理状況報告について

( 7）審議会等の審議状況について

《別添資料〉

・指定管理者が行う公の施設の管理状況報告（平成26年度）

平成27年 10月6日

県土整備部
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［議案第 13 0号｝

三重県流域下水道条例の一部を改正する条例案について

1 改正理由

下水道法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするものです。

2 改正内容

1 改 正 案

（設置）

第二条 下水道法第二十五条の十第一項の

規定に基づき‘流域下水道を設置する。

2 （略）

3 条例の施行期日

公布の日

1 

1‘ 
現 f了ー一‘

（設置）

第二条 下水道法第二十五条の二第一項の

規定に基づき、流域下水道を設置する。

2 （略）



【議案第 13 1号】

三重県営住宅条例の一部を改正する条例案について

1 改正理由

福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、引用する条項の整理をするも

のです。

2 改正内容

改正案

（入居の資格）

現

（入居の資格）

／一－

f了

第六条 県営住宅に入居することができる者｜第六条県営住宅に入居することができる者

は、次の各号（老人、身体障害者その他の｜ は、次の各号（老人、身体障害者その他の

特に居住の安定を図る必要がある者とし｜ 特に居住の安定を図る必要がある者とし

て規則で定める者（身体上又は精神上著し｜ て規則で定める者（身体よ又は精神上著し

い障害があるために常時の介護を必要と

し、かつ、居宅においてこれを受けること

ができず、文は受けることが困難であると

い障害があるために常時の介護を必要と

し、かつ、居宅においてこれを受けること

ができず、又は受けることが困難であると

認められる者（以下この条において「単身｜ 認められる者（以下この条において「単身

入居困難者j という。）を除く。次条第二｜ 入居困難者j という。）を除く。次条第二

項において「老人等Jという。）にあって｜ 項において「老人等」という。）にあって

は第二号から第七号まで、被災市街地復興｜ は第二号から第七号まで、被災市街地復興

特別措置法（平成七年法律第十四号）第二｜ 特別措置法（平成七年法律第十四号）第二

十一条に規定する被災者等及び福島復興｜ 十一条に規定する被災者等及び福島復興

再生特別措置法（平成二十四年法律第二十｜ 再生特別措置法（平成二十四年法律第二十

五号）第三十九条に規定する居住制限者に｜ 五号）第二十九条第一項に規定する居住制

あっては第六号及び第七号）の条件を具備

する者でなければならない。

一～七（略）

2・3 （略）

3 条例の施行期日

公布の日

2 

限者にあっては第六号及び第七号）の条件

を具備する者でなければならない。

一～七（略）

2・3 （略）



議案番号第133号 工事請負契約について

工事名
中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）志登茂川浄化センター中央監視制御設備

工事

施工場所 津市白塚町地内～河芸町影霊地内

契約金額 1, 411, 020, 000円 （消費税等含む）

， 

請負者
愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部

住所氏名
部長中野順

． 

契約工期 議決日から880日間

工事内容

中央監視制御設備新設

管理棟 監視制綱設備、運転操作設備等新設 l式

ポンプ機械棟監視制御設備、運転操作設備等新設 1式

水処理棟 監視制御設備、運転操作設備等新設 l式

汚泥棟 監視制御設備、運転操作設備等新設 l式

’ 
契約方法 一般競争入札

年月日 平成27年7月14日 評価値 o:97282 （最高値 0.97282 最低値 0.8'8934 ) 

！入
最低 1, 409, 292, 000 円（消費税等含む）

本L
... -

12 
l, 304, 900, 000 円（消費税等抜き）

業者数 価 格

状
最高 1, 418, 040, 000 円（消費税等含む）

1. 313, 000, 000 円（消費税等抜ぎ）

況
予 定 1, 658, 91fi, 720・丹（消費税等含む）

回数
価 格 J, 536, 034, 000 円〈消費税等抜き）

，． 

＇・ v
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議案番号第134号 工事請負契約について

工事名 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）志登茂川浄化センター管理棟（建築）工事

施工場所 津市河芸町影重3095-2 他

契 約金 額 631, 800, 000円 （消費税等含む）

津市大倉19番l号

請負者 日本土建・二重農林建設特定建設工事共同企業体

住所氏名 代表者 日本土建株式会社

取締役社長田村欣也

契 約工期 議決日から435日間

、

工事内容

建築工事 1式

管理棟 u R C造 3階建

建築面積991.33m2 延べ面積2,516. 80m2 （新築）

渡り廊下A S造 2階建建築面積36.52m2 （新築）

渡り廊下B S造 2階建建築面積27.80mZ （新築）

契 約方 法 一般競争入札

年月日 平成27年7月24日 評価値 2.02051 （最高値 2.02051 最低値 2.02051 ) 

入
最低 631, 800, 000 円（消費税等含む）

キL
585, 000, 000 円（消費税等抜き）

業者数 価 格

状
最高 631~ 800, 000 円（消費税等含む）

585, 000, 000 円（消費税等抜き）

況
『

’吋

予 定 642, 463, 920 円（消費税等含む）
回数

S註
価 キ各 594, 87 4, 000 円（消費税等抜き）. 

4 
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議案番号第135号 工事請負契約について

工事名 中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区｝志登茂川浄化センター水処理機械設備工事

施工場所 津市白塚町地内～河芸町影重地内

契約金額 l, 192, 320, 000円 （消費税等含む）

愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号
／ 

請負者

目立造船株式会社中部支社

住所氏名
支社長金谷孝之

契約工期 議決日から880日間

0 

工事内容

水処理機械設備新設

水処理設備 (1系） l式

送風機設備 l式

ろ過設備 l式

消毒設備 l式

水処理脱臭設備 l式

契約方法 一般競争入札

年月日 平成27年7月22日 評価値 1.13315 ｛最高値 1.13315 最低値 0.96685 ) 

入
最低 l, 185, 840, 000 円（消費税等含む）

本L 17 
1, 098, 000, 000 円（消費税等抜き）

業者数 価 キ各

状’
最高 l, 368, 360, 000 円（消費税等含む）

l, 267, 000, 000 円（消費税等抜き）

況
予 定 l, 391, 796, 000 円（消費税等含む）

回数
価 格 l, 288, 700, 000 円（消費税等抜き）

5 



議案番号第136号 工事請負契約について

工事名
中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）志登茂川浄化センター汚泥処理機械設備

工事

施工場所 津市白塚町地内～河芸町影重地内

契約金額 602, 964, 000円 （消費税等含む）

愛知県名古屋市中村区名駅二丁目22番8号
請負者

クボタ環境サービス株式会社中部支店

住所 氏名 支店長棄野車

契約工期 議決日から880日間

工事内容

汚泥処理機械設備新設

汚泥濃縮設備 l式

汚泥脱水設備 1式

汚泥脱臭設備 l式

r.' 

契約方法 一般競争入札

年月日 平成27年7月22日 評価値 2.05624 （最高値 2.05624 最低値 l.76708 ) 

入
最低 597, 240, 000 円（消費税等含む）

本L 9 
553, 000, 000 円（消費税等抜き）

業者数 価 格

状
最高 695, 520, 000 円（消費税等含む）

644, 000, 000 円（消費税等抜き）

況
予 疋企ヰ『俳 711, 456, 480 円（消費税等含む）

回数
価 キ各 658, 756, 000 円（消費税等抜き）

6 
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志登茂川浄化センター全景写真

志登茂川浄化センター施設配置図

,.-

平成 27年2月撮影
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議案番号第 137号ー工事請負契約の変更について

工事名｜ 一般国道477号四日市湯の山道路道路改良（吉沢高架橋（仮称）上部工）工事

施工場所｜ 三重郡菰野町大字吉沢地内～大字大強原地内

契約金額
変更前 l, 231, 650, 000 円 （消費税等含む）

変更後 1, 221, 432, 450 円 （消費税等含む）

松阪市大津町 1607番地の l

請負者
「宇野重工・ JFEエンジニアリング特定建設工事共同企業体

住所氏名｜ 代表者宇野重工株式会社

代表取締役社長宇野恭生

契約工期｜ 平成25年 10月16日～平成27年 12月24日

主主自室

橋梁上部工

橋長 L=399. Om 

幅員 W=6. 5m (8. 0) m 

上部工（7径関連続鋼細幅箱桁橋） l橋

工場製作工

鋼橋架設工

ブタレキャスト床版工

現場打床版工

契約方法 随意契約

.W=l, 284t 

W=l, 284t 

A=2, 789m2 

V= 189m3 

9 

牽豆翠直

現地調査の結果、当初予定していた仮設工事が

不要となったことなどにより、減額を行うもので

ある。
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議案番号第 138号 工事請負契約 の 変 更 に つ い て

工 事 名｜ 一般国道260号（木谷バイパス）道路改良（木谷トンネル（仮称））工事

施工場所｜ 志摩市浜島町南張地内～ 度会郡南伊勢町木谷地内

契約 金額
変更前 1, 324, 080, 000円（消費税等含む）

変更後 1, 311, 602, 760円（消費税等含む）

津市大倉19番I号

請負者 日本土建・稲葉建設・谷口建設特定建設工事共同企業体

住所氏名
代表者 日本土建株式会社

取締役社長田村欣也

契約工期 平成 26年 6月27日 ～平成 27年 12月 18日

主主自室

施工延長

幅員

L=743; 0 m 

W=6. 0 (9. 75) m 

トンネル工 L=433. 0 m 

内空断面積 A=56. 8m2 

掘削工（NATM発破工法）

V=31, 920m3 

覆工コンクリート工

V=3, 79lm3 

道路工 L=310. Om 

'> 

契約方法 ｜ 随意契約

伊、、

牽豆翠直

12 

残土処分地について、近隣地での処分が可能

となったことなどにより、減額を行うものであ

る。
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【議案第138号】
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施策番号
112 

353 

施策名
治山・治水個海
岸保全の推進

快適な住まいま
ちづくり

『『平成27年版成果レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見』への関答

防災県土整備企業常任委員会
主担当部局名 委員会意見 回答
県土整備部 土砂災害警戒区域を指定していくにあたっては、地籍調査 土砂災害警戒区域の指定に際し実施する関係市町および地

も進むよう、関係機関との連携に取り組まれたい。 元への説明会を活用し、地籍調査が推進されるよう関係部と
連携して働きかけていきます。

県土整備部 移住促進のための新たな空き家リノベーション支援事業に 移住促進のための空き家リノベーション支援事業について
ついては、闘係機関と連携しながら取り組まれたい。 は、 「ええとこゃんかニ重移住相談センターJ等を活用し

た情報発信などにより、関係部と連携しながら取組を進めて
いるところです。



16 



みえ県民力ビジョン・第二次行動計画（仮称）

《中間案》

県土整備部主担当分抜粋

｛施策）

施策 11 3 治山・治水・海岸保全の推進

施策35 1‘道路網・港湾整備の推進

施策35 3 安全で快適な住まいまちづくり

（行政運営の取組）

行政運営7 公共事業推進の支援

17 



洪水、土砂災害、高潮、津波など自然災害からの被害を軽減させる「減災Jの観点から、地域の実
情をふまえた施設整備や適切な維持管理が行われるとともに、県民の皆さんの主体的な警戒避難に資
する取組が進み、災害に対して安全・安心な社会づ、くりが進んでいます。

関醸譲盤騒騒鱒欝韓輔髄欝鶴欝鱒纏輯購鐘鶴輯輔鶴i
園頻発・激甚化する風水害・土砂災害や、台風の大型化による高潮災害の懸念など、激化する風水害

に対する県民の皆さんの安全・安心を確保するため、河川・海岸・土砂災害防止施設の整備を着実
に進めてきましたが、河川・海岸の堤防整備などのハード対策の必要性は依然として高く、引き続
き効果的－効率的な整備が求められています。

園南海トラフ地震の発生が懸念されている中、海抜ぜ口メートル地帯などにおける河川園海岸堤防や
河口部の大型水門等の耐震対策や脆弱箇所の補強対策を進めました。切迫する大規模地震や津波に
備え、海岸保全施設や河川管理施設等の機能の確保と強化が求められています。

圏ハード・ソフト一体となった効果的な防災・減災対策を推進するため、ソフト対策として、市町が
洪水ハザードマップを作成するために必要な河川の浸水想定区域図の作成や土砂災害警戒区域の
指定等を進めてきましたが、平成 27年の水防法改正により想定し得る最大規模の降雨を前提とし
た河川の浸水想定区域図の作成が求められています。また土砂災害に対する警戒避難体制強化を支
援するため、早期の調査完了と区域指定が求められています。

園土砂堆積により流下能力が低下している河川の堆積土砂撤去を進めるとともに、老朽化が進んでい
る河川・海岸・土砂災害防止施設につUて、長寿命化計画の策定や同計画に基づく対策を実施しま
した。引き続き、適切な維持管理による機能の確保と施設の老朽化対策が求められています。

県民の皆さんの安全で安心な暮らしを確保するため、近年多発する水害・土砂災害や、発生が懸念
されている南海トラフ地震に対する備えとして、施設整備を推進するとともに、警戒避難体制整備を
支援する取組等、ハード・ソフト一体となった取組を進めます。

また、老朽化した施設の適切な維持管理を実施していきます。

~ミミ竺 ゥーで電忍¢曾宮台・
「

翻聾鑑麓轟轟轟騒騒騒轟轟欝騒騒騒欝鱒鱒醸欝韓鱒盤鱒轟鱒盤盤語講
圏県民の皆さんの生命、財産を守る河川・海岸堤防や治山・土砂災害防止施設の整備などのハード

対策については、緊急に必要となるものに重点化、効率化を図り、早期に効果を発現させます。

圏切迫する大規模地震や津波による被害を軽減するため、堤防や大型水門・排水機場等の補強や耐
震対策を進めます。なお、海岸保全施設等における地震・津波対策とじて、これまで進めてきた
整備に加え、粘り強い構造とする対策を取り入れた整備を実施します。

置自然災害から県民の皆さんの生命を守ることを最優先とし、的確な避難に資するソフト対策とし
て、水防法改正に伴う河川の浸水想定区域図の作成や、土砂災害警戒区域を指定するための基礎
調査を推進します。

園これまで整備してきた施設の機能を確保するとともに施設の延命化を図るため、河川の大型水門
等の施設について、長寿命化計画に基づき計画的な修繕・更新に取り組みます。また、市町から
ニーズの高い河川堆積土砂の撤去については、関係市町と選定した撤去箇所の情報を共有しなが
ら、堆積土砂の撤去を推進します。
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自然災害から県民の皆さんの生命・財産を守るための施設整備や、施設の適切な維持管理が行われ、
自然災害への対策が講じられている人家数が増加しています。また、河川｜の浸水想定区域図の作成や土
砂災害警戒区域の指定などの取組が進み、県民の皆さんの主体的な警戒避難の支援が行われています。

11301 洪水対策の推進

〔主担当：！果土整備部河川l課）
洪水、高潮等による災害から、県民の皆さんの

生命・財産を守るため、 J河川堤防の整備、堆積土
砂の撤去等と併せて、平成27年の水防法改正に伴
う河川の浸水想定区域図の作成等に取り組みま
す。

11302 土砂災害対策の推進

（主担当：県土整備部防災砂防課）
土石流iがけ崩れ、地すべり等の土砂災害から、

県民の皆さんの生命・財産を守るため、土砂災害
防止施設の整備や土砂災害危険箇所における基礎
調査を進め、土砂災害警戒区域の指定に取り組み
ます。

11303 高潮 a 津波対策の推進

（主担当：県土整備部港湾・海岸課）

高潮、津波による災害から、県民の皆さんの生
命・財産を守るため、高潮災害防止のための海岸
堤防の整備や、地震・津波対策としての堤防耐震
化、粘り強い構造とする施設整備に取り組みます。

浸水想定区域図作
成河川数

〔目標項目の説明〕 ヘ

浸水想定区域図を作成した河川数

基礎調査実施数

〔目標項目の説明〕
土砂災害警戒区域指定のための基礎調査の実施数

堤防耐震化延長

〔目標項目の説明〕
伊勢湾沿岸の耐震対策を実施した海岸堤防延長

11304 山地災害対策の推進 II 

l山地災害危険地区
（主担当：農林水産部治山林道課） II整備着手地区数

山崩れや土石流等の山地災害から、県民の皆さ
んの生命・財産を守るため、治山施設の整備に取 l〔目標項目の説明〕
り組みます。 l治山施設整備I二着手した山地災害危険地区数
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中部圏と近畿圏を結ぶ高速道路ネットワークが形成されるなど、県民の皆さんの生活や地域の経済
活動を支える道路網や港湾の整備が進み、安全 E 安心が高まるとともに、人と入、地域と地域が力強
く結ばれ、県内外との交流・連携を広げています。

｜湧砕議員長長：＼t~~~！：~~説話；~f~；1~1~l:f~0｝，主主穏~~~~~；詑誌をJ忠告芸読むさ自民主投
園多くの幹線道路が供用し、地域の安全皿安心が高まるとともに、渋滞の緩和や地域聞の交流・連携

の促進が図られたなど、さまざまな整備効果が現れてきまじたが、道路整備に対するニーズは依然
として高く、未だミッシングリンクが存在しているなど、三重県の道路整備は未だ道半ばであり、
引き続き計画的かつ効果的・効率的な道路整備を進める必要があります。また、f平成 33年の国体
の本県開催に向け、県内外からの各競技会場への来場者の利便性、安全性の向上を図るための道路
整備が必要です。さらに、伊勢志摩地域への誘客促進や活性化のため、伊勢二見鳥羽ラインの無料
化前倒しおよび県営サンアリーナ前の仮設インターの常時開放に向けた取組を進める必要があり
ます。

園通学児童等の安全確保に向けた取組等を計画的に進めていますが、引き続き、道路利用者が安全・
安心に利用できるよう道路施設の機能向上を図る必要があります。また、すべての道路管理者が連
携し、道路インフラの予防保全・維持管理の体制強化を図ってきましたが、今後、施設の高齢化が
ますます進展することなどに伴い維持管理コストの増大が予想される中、さらなる老朽化対策の推
進、道路舗装等の計画的な維持管理、施設の耐震性の向上が必要ですo

圏県管理港湾についてはv 鳥羽マリンタワンの整備や、尾鷲港の耐震強化岸壁の整備を行いました。
今後は恒常的なサービス提供および災害対応力の強化のため、臨港道路の橋梁の耐震対策を進める
とともに、岸壁等の老朽化した施設について予防保全的な修繕、更新を進めていく必要があります。

消却FB]J,血

幹線道路整備を重点的に進めてきたことにより、多くの高規格幹線道路や直轄国道等の供用が進む
中、これらの整備効果を最大限に生かすネットワークの形成に向け、さらなる道路網・港湾整備を推
進します。

また、インフラの高齢化が進展する中、県民の皆さんの安全・安心を支えるため、インフラの効果
的・効率的な維持管理を進めます。

離種差自警察議纏総額懇話盤整滋議室都議議室！？主義岳部監｛~＇~£＇：1［~~｝~~議長建設｜
園大規模地震や異常気象による集中豪雨等の自然災害の脅威に対し、地域の安全’安心を支えると

ともに、集積する産業や魅力ある観光等、地域の成長を支える基盤として、さらに平成33年の国
体の本県開催に向けて、新名神高速道路、東海環状自動車道、熊野尾鷲道路（II期）、熊野道路お
よび新宮紀宝道路等の高規格幹糠道路、北勢バイパス、中勢バイパス、桑名東部拡幅（伊勢大橋
架替）、松阪多気バイパス等の直轄国道および四日市湯の山道路や磯部バイパス等の県管理道路が
一体となった道路ネットワークの形成、柔軟な対応を織り交ぜた県管理道路の計画的かつ効果
的・効率的な整備を推進します。また、未事業化区間の早期事業化を国等に一層強く働きかける
とともに、地域高規格道路の都市計画決定や事業化に向けた検討を推進します。さらに、伊勢二
見鳥羽ラインの無料化前倒しおよび県営サンアリーナ前の仮設インターの常時開放に向けた取組
を進めます。

園交通事故対策や交通弱者への対応など、利用者が安全盲安心に利用で、きるよう道路施設の機能向
上を図るとともに、安全・快適な走行性を維持します。また、道路施設について、長寿命化計画
に基づく点検且診断・措置・記録を確実に実施し、メンテナンスサイクルの確立を図り、効果的・
効率的な修繕‘更新等を進めます。なお、メンテナンスサイクルの確実な実施にあたり、「維持管
理の見える化j に取り組みます。

調県管理港湾について、恒常的なサービス提供および災害対応力の強化のため、岸壁等の老朽化し
た施設について予防保全的な修繕、更新を進めていくとともに、臨港道路の橋梁について、物資
輸送などの災害復興活動等に利用できるよう、耐震対策を実施します。またt水域施設、外郭施
設、係留施設、臨港交通施設について、長寿命化計画の策定を進めます。
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【；L一一J{¥ 
三fれ ι ま担当部局イ県土整備部：：1]

l主坦；空室竺塑主主L己ιL云~ιー＝＝三1
大規模地震発生への備えや、県内外との交流・連携を支えるための基盤づくりなど、地域の新たな課

題や県民の皆さんの多様なニーズに的確に対応する道路・港湾の整備が進み、道路・港湾が担うべき機
目能が強化・充実することにより、利用者の安全性と利便性が向上じています。

十三TTf•.• --:< .. ・ ・＇＜：：：県民指標＿ ・7I:--・・・c・・・ <;・::・・・1 

三E謹旦三一一一ー
県民生活の安全』性・利便性の
向上や地域の経済活動等を
支援する道路の新規供用延
長

［＜－プ三副塑里哩恒三三：1圃E盟理由｜圃圃臨mi圃置

高規格幹線道路および直轄国道の整

備促進
（主担当：県土整備部道路企画課）

産業活動や観光交流に伴い増加する交通需要へ
の対応、．交通渋滞の解消や、地域・のさらなる安全・
安心の向上、活性化をめざし、高規格幹線道路お
よび直轄国道の整備促進を図るとともに、国 R 県・
市町等と連携し、未事業化区間の早期事業化に向
けた取組を進めます。 ノ

35102 県管理道路の整備推進

（主担当：県土整備部道路建設課）
多くの高規格幹線道路や直轄国道の供用が進む

中、これらの整備効果を最大限に生かす道路ネッ
トワークの形成に向け、また、県良ニーズへの的
確な対応を図るため、早期に効果が発現できる柔
軟な対応を織り交ぜながら、計画的かっ効果的・
効率的な県管理道路の整備を推進します。－

35103 適切な道路の維持管理

（主担当：県土整備部道路管理課）

安全・快適に利用できるよう、道路施設の機能
を適切に維持管理し、路面の舗装等、予防保全的
な修繕、更新等を進めます。

35104 県管理港湾の機能充実

（主担当：県土整備部港湾・海岸課）

県管理港湾における岸壁の更新・大規模修繕を
実施するほか、緊急輸送道路に影響する臨港道路
橋梁の耐震対策を実施するとともに、港湾施設の
メンテナンスザイクルの確立を図るため、長寿命
化計画の策定を進めます。

下, 
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県内の高規格幹線道路、直轄国道や県管
理道路の新規に供用した延長

高規格幹線道路お
よび直轄国道の新
規供用延長

〔目標項目の説明〕
県内の高規格幹線道路および直轄国道の新規に供用した
延長

県管理道路の新規
供用延長

〔目標項目の説明〕
県管理道路の新規に供用した延長

舗装の維持管理指
数

〔目標項目の説明〕
県管理道路における舗装の状態を示す指数の平均値（5.0 
以上が、安全性・快適性が確保される望ましい値）

県管理港湾におけ
る岸壁の更新・大規
模修繕実施延長

〔目標項目の説明〕
県管理港湾における岸壁のヨち、更新・大規模修繕を実
施する施設延長
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離種調欝髄鱒鱒鱒離盤鱒麟盤聾鶴轟轟轟輔輯欝欝鶴
画集約型都市構造の形成につながる都市計画の決定や鉄道と道路の立体交差化等の都市基盤の整備

を進めてきました。引き続き、持続可能性の高い都市構造の実現、地震・津波等大規模災害に対応
したまちづくりに向けた都市計画の策定や都市基盤の整備が求められています。

圏耐久性・省エネ性等を備えた長期優良住宅の普及促進と認定を行うとともに、県営住宅の適切な維
持管理を進めてきました。また、住宅の確保に特に配慮、を要する高齢者等の方々への支援の充実を
図っています。引き続き、誰もが安全安心で豊かな住生活を享受できるよう、将来にわたって住み
続けることができる良質な住宅への転換や住宅確保要配患者への支援が求められています。

園建築主事を置く市と連携して、特殊建築物の維持保全適合率の向上に取り組みました。引き続き、
建築基準法や都市計画法に基づく許認可や指導・助言を行うことにより、快適な住環境、安全安心
な建築物の確保を図ることが求められています。

圏県や市が景観計画を策定するなど、良好な景観づくりに向けた取組を進めてきました。個性豊かで
魅力ある景観まちづくりを推進するためよ引き続き、地域住民と行政の協働による修景整備や、市
町が主体となった景観づくりへの取組が求められています。

都市における効果的な医療・福祉面子育て支援・商業等生活サービス提供のための都市機能の中11)

拠点への集約、持続的な生活サービスやコミュニティ確保のためのその周辺部等への居住の誘導を一
体的に取り組み、コンパクトなまちづくりを進めます。また、地域の実情に即した地震・津波等大規
模災害に強いまちづくりに向けた取組を推進します。

明暗暗記議室音

監護関議轟轟轟轟轟欝欝欝離鱒騒騒欝欝欝欝欝欝麟欝轟轟輔麟欝轟轟轟欝
園人口減少・超高齢社会、地震・津波等大規模災害に対応したまちづくりの形成に向け、都市計画

の策定の基本となる方針を定め、市町による都市マスタープランおよび立地適正化計画（居住機
能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的な計画）の策定や
実施に対する支援を行います。また、都市交通の円滑化、都市防災、都市環境の保全等の機能を
高めるため、街路の整備や電線類の地中化を進めます。

園将来世代にわたって住み続けることができる良質な住宅の普及促進等による、安全安心な居住環
境の構築を推進するとともに、適切な情報提供による既存ストックの活用に取り組みますb また、
県営住宅の機能改善や長寿命化等による適切な維持管理を継続するとともに、高齢者をはじめ－と
する住宅の確保に特に酎慮を要する方々の民間賃貸住宅への円滑な入居のための支援体制め充実
に努めます。

圃新築建築物等の完了検査の徹底など建築基準法の道守を促し、適法な建築物の確保に努めるとと
もに、不特定多数の者が利用する特殊建築物の定期報告における適正な維持保全への指導・助言
を行うことにより、既存建築物の安全性確保に努めます。

圃県民の皆さんと行政がそれぞれの役割を理解して、協働による景観まちづくりの取組を進めます。
また、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観計画に基づく建築物の規制誘導や地域が主体
となる景観づくりに対する市町支援などを行うとともに、屋外広告物の適正な設置に取り組みま
す。
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これまで進めてきた安全・快適な都市環境を形成するための基盤整備、地域の個性を生かした景観形
成、安全安心で、豊かな住環境の整備の取組に加え、市町都市マスタープランおよび立地適正化計画の策
定など集約型都市構造の形成につながる取組が進むことにより、誰もが魅力を感じ、安全で快適な住ま
いまちづくりが進んでいます。

35301 安全で快適なまちづくりの推進

（主担当：県土整備部都市政策課）

集約型都市構造の形成に向け、都市計画の策定
の基本となる方針を定めます。また、街路の整備
や電線類の地中化等による都市基盤整備を実施し
ます。

35302 安全で快適な住まいづくりの推進

（主担当：県土整備部住宅課）

長期優良在宅の普及啓発とともに、既存住宅の
ストックの活用を促進します。また、県および市
町の公営住宅の安全性を確保し適正に維持管理す
るとともに、住宅の確保に特に配慮を要する方々
への支援体制の整備等住宅セーフテイネットの充
実を図ります。

35303 適法な建築物の確保

（主担当：県土整備部建築開発課）

不特定多数の者が利用する既存建築物を対象と
した維持保全の適合状況を把握するための定期報
告の審査や防災査察等を実施します。また＼新築
等の建築物に対する中間検査および完了検査の検
査率向上に取り組むとともに違反建築物に対する
是正指導を実施します。

35304 参画と協働による景観まちづくりの

推 進

（主担当：県土整備部景観まちづくり課）

地域の個性を生かした景観まちづくりを進める
ため、住民との協働による修景整備や景観に配慮
した建築物への誘導、景観行政団体に向けた市町
支援、県民への普及啓発、適正な屋外広告物の設
置に向けて取り組みます。
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凪千j前1さ垣踏とな

っている街路で無
電柱化された箇所
数（累計）

〔目標項目の説明〕
県が整備する緊急輸送道路となっている街路において、
電線を地中化し、電柱を無くすことができた箇所数

県営および市町営
住宅の長寿命化工
事達成割合

〔目標項目の説明〕
県および市町が策定する「公営住宅等長寿命化計画jに
基づく、改善を要する県営および市町営住宅の長寿命化
工事を実施した割合

不特定多数の者が
利用する大規模建
築物の維持保全適
合率

〔目標項目の説明〕
不特定多数の者が利用する大規模建築物において維持保
全が適正に行われている建築物の割合

市町、県が制定した
景観計画等の件数
および市町に屋外
広告物の権限移譲
を行った件数（累
計〉
〔目標項目の説明〕

景観まちづくりの指針となる景観計画等の件数および屋
外広告物の許可指導権限を市町に移譲した件数



公共事業の実施プロセスの公正性・透明性を確保し、事業を適正かつ着実に実施することにより、
県民の皆さんの公共事業への信頼感が向上していることをめざします。

髄麗謹鱒輔覇輯麟輯鑓欝騨鱒轟轟盤盤離離盤轄麟関
画公共事業評価については、公共事業の適正化に向けて取り組んできました。今後も公共事業を取り

巻く環境等の変化に対応し、適正な評価に努めると左もに評価の内容の見直しゃ、電子調達システ
ムをはじめとするCAL S〆Ec （公共事業の情報化）の適正な運用に努めることにより、県民の
皆さんの公共事業に対する信頼感を確保していくことが求められています。

園入札契約制度については、公正－＇ l生・透明性を確保するために、第三者機関である「三重県入札等監
視委員会j の審査結果をふまえ、制度の改善、適正な運用などに取り組んできましたが、県民の皆
さんの公共事業に対する信頼感の向上に向けて、引き続き、着実に取り組んでいく必要があります。

圃担い手不足や若年入職者の減少などの現状をふまえ、平成26(2014）年6月に「公共工事の品質確保
の促進に関する法律J（品確法）が改正されました。発注者の責務として「担い手の中長期的な育
成冒確保のための適正な利潤が確保できるよう、市場における労務、資材等の取引価格、施工の実
態等を的確に反映、した予定価格の適正な設定j等が明記されたことから、中長期的な担い手の育成
に向けた公共事業の実施プロセスの改善が求められています。

公共事業の実施プロセスの公正性・透明性の確保や、事業の適正な実施とともに、県民の皆さんが
安全・安心に暮らすことができるよう、引き続き公共工事の品質確保を函り、県民の皆さんの公共事
業への信頼感の向上に努めます。

国 r公共事業評価については、公共事業を取り巻く環境等の変化に対応し、適正な評価に努めていき
ます。また、電子調達システムをはじめとする CA LS/EC （公共事業の情報化）について、
適正な運用に努めます。

園公共工事の公正性、透明性を確保するため、外部委員で構成される「三重県入札等監視委員会J
における調査審議等により、引き続き入札契約制度の改善、適正な運用などに取り組みます。

園改正された品確法の趣旨をふまえ、中長期的な担い手の育成・確保ができるような入札契約制度‘
の見直しなどに取り組みます。
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公共事業の再評価、事後評価制度および入札契約制度を適正に運用することにより、公共事業の公正
性、透明性が確保され、着実に公共事業が実施されることで、公共事業への信頼感が向上しています。

じこ2E..__ x＂~；聖塑諒三正［·.：L"·E•]
圏画盟国自彊歪盟国圃置田直翠盟理圏直園面量調置｜正二三且鮪高垣説明：三：1
公共事業予算上半期発注率

公共事業の適正な執行・管理

（主担当：県土整備部公共事業運営課）

事棄の適正な実施に向けて4公共事業を取り巻
く環境等の変化に対応し、適正な評価を行いますb

また、 CALS/E Cなど電子調達システムのl
正な運用に努めます。

県土整備部所管の公共事業予算における
上半期での発注高の割合

三重県公共事業評
価審査委員会の審
査における適正率

〔目標項目の説明〕
公共事業評価制度において、外部委員で構成される「三
重県公共事業評価審査委員会」で当該年度に審査を受け
適正とされた割合

40702 公共事業を推進するノための体制ゴく｜三重県入札等監視

り ［委員会による調査

（主担当：県土整備部公共事業運営課）｜窒議結果！こ基づく
重明性を確保するため、 l改善率

引き続き入札契約制度の改善と適正な運用に取り In亘覆項目の説明
組みます0 ． ｜入札および契約の適正化を図るために外部委員で構成さ

25 

れた「三重県入札等監視委員会Jによる入札および契約
の調査審議の結果、改善事項があると意見がなされた際、
これを受けて入札契約制度を改善した割合
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三重県耐震改修促進計画の改定について

1 三重県耐震改修促進計画

( 1）三重県耐震改修促進計画の概要

三重県耐震改修促進計画（以下、『計画』といラ）は、「建築物の耐震改修

の促進に関する法律」（以下、『耐促法』という.；）に基づき、平成 19年 3月

に平成27年度末までを計画期間として策定したものです。

この計画では、地震による住宅及び建築物の被害を軽減し、県民の生命や

財産を守ることを目的に、ノ主に以下の内容を定めています。

①住宅及び建築物の耐震化の目標

②建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

③ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する普及啓発方策

④ 耐震診断及び耐震改修の指導等

(2）計画をとりまく状況（耐促法の改正）

平成25年 11月に耐促法が改正され、昭和 56年5月以前の建築物の耐震化

を促進するために、新たな規制措置が規定されました。

そのラち、ホテルや物品販売店等の「不特定多数の者が利用する建築物の

うち大規模建築物等」については、平成27年 12月31日までに、その耐震診

断の結果を所管行政庁へ報告する義務が規定されたため、補助制度を創設し

て優先的な耐震化の促進に取り組んでいます。

また、「地方公共団体が指定する緊急輸送道路等避難路を閉塞するおそれの

ある沿道建築物J（以下、『沿道建築物』という。）については、都道府県や市

町村の耐震改修促進計画において、耐震診断義務化対象路線の指定や耐震診

断結果の報告期限を定めることができるようになりました。この耐震診断に

要する費用について、行政が負担することも併せて規定されました。

これらの耐促法の改正を踏まえ、平成 32年度末までを計画期間とし、乎成

28年度当初からの運用に向けて計画の改定作業を進めています。

2 計画の改定

( 1）改定の手願

計画の改定に当たり、庁内の関係各課との連絡会議を設置すると共に、県

と市町の関係各課とのワーキンググループを設置し、関係施策について定期

的に協議し調整を進めています。

また、専門有識者で構成する懇話会を設置し、施策案に対し専門的な見地

からの意見を聴いています。
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( 2）部分的な先行改定

計画の改定事項のうち、耐震診断義務化対象路線の指定に関する事項につ

いて、第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化が防災上特に重要で、あり、

当該沿道建築物の特定作業が終了したことから、平成 28年 3月の計画の全部

改定に先立ち、年内に部分的な改定を先行し、当該沿道建築物の耐震化促進

に向けた取組を進めます。

( 3）改定スケジュール（予定）

平成 27年 10月下旬部分改定素案に係るパブリックコメントの実施

平成 27年 12月下旬 耐震診断義務化対象路線の指定と耐震診断補助制度

の創設

全部改定素案に係るパブリックコメントの実施

3 耐震診断義務化対象路線の指定

( 1）沿道建築物の特定

本県は、耐震診断義務化対象路線の指定に向けて、三重県緊急輸送道路ネ

ットワーク計画により定めた、第1次、第2次、第3次緊急輸送道路の沿道

建築物の高さと前面道路の幅員を調査し、平成 26年度に沿道建築物の特定を

終了しました。その結果、県が所管行政庁となる区域において特定した沿道

建築物は、第1次 115棟、第2次228棟、第3次 280棟の合計623棟になり

ました。

また、市が所管行政庁となる区域（ 5市）においては、各市が第 1次緊急

輸送道路の沿道を調査し、平成 27年9月に合計 109棟の沿道建築物を特定し

ました。

(2）計画における指定

計画では、第 1次緊急輸送道路を耐震診断義務化対象路線に指定し、この

指定に伴う耐震診断の結果の報告期限は、改定計画の期限である平成 32年度

末とします。

なお、第1次緊急輸送道路以外の道路については、市町の耐震改修促進計

画において、市町の地域防災計画等に位置付けられた緊急輸送道路や避難所

等を考慮し、必要に応じて耐震診断義務化対象路線等を指定するよう、市町

と協議を進めています。
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(3）耐震診断義務化の対象となる沿道建築物

以下の全てに該当するもの

・第1次緊急輸送道路の沿道建築物で昭和田年 5月31日以前に建築され

たもの

・建築物の高さが下図に該当するもの

道路幅員 12mを超える場合

高さが「幅員の 1/2＋道路境ー

界線までの距離」を超える建

築物

前薗道路［L)

J終i
i実~~

！）霊（
; L，~ 

道路幅員 12m以下の場合

高さが「6m＋道路境界線までの距離」

を超える建築物

~－掴圃阿国自ー同国岡田岡岡田園田周回目制岡田E但E幅四・聞冒園田・・・・同園周E回同同周回目自由回目白”ーー－－周司同・園周回目圃園田園田岡田国自画圃圃園田回目周回目

.. 
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維持管理の「見える化Jについて

1 維持管理の「見える化Jを行う背景

近年、国道 23号木曽川大橋の橋梁部材の破断、中央自動車道笹子トンネル

天井板落下事故など、道路施設の老朽化や劣化により施設利用者や第三者に被

害が及ぶような重大な事故が発生しており、今後、同様な事故が発生するリス

クが高まっています。また、県民の皆さんが、このような老朽化に伴う事故を

メディア等で見る機会が増えたこ‘とにより道路等公共土木施設の安全性への関

心が高まっています。平成 25年度から平成 26年度には、道路法の改正等が

あり、道路の主要な施設について、近接目視による点検が義務付けられました。

こうしたなか、県民の皆さんの不安を払拭し、安心感を醸成するためには、

施設の管理者が老朽化の進む公共土木施設の点検やメンテナシスを適切なタイ

ミングで行い、それを広く情報発信することが必要です。

また、事故等が発生した場合の再発防止のためには、多種多様な公共土木施

設の中から、同種・類似のリスクを有する施設をできるだけ早く特定し対応す

る必要があり、そのためには施設やメシテナンス情報を収集、蓄積し一元的に

管理していくことが重要です。 γ 

2 目的

( 1）県民の不安払拭と理解促進

－老朽化が進む公共土木施設に対する国の統一基準による点検方法や施設ごと

の健全性に応じた対応方針等に関する情報を広く発信し、安全性に対する県

民の不安を払拭します。

・維持管理のための工事や費用負担の必要性に対する県民の理解を促進します。

( 2＇）維持管理の確実性と効率化

－施設情報とメンテナンえ情報（点検・診断・措置・記録）を正確に把握し、

兵ンテナンスサイクルの確実な実施を図ります。、

・通常業務の効率化はもとより、千ンフラに係る事故等が発生した場合の対応

に要する時間の短縮を図ります。

3 今後のスケジュール

( 1 ）平成 27年度

道路法改正に伴い、主要な施設の点検が義務付けられたこと等により点検等

に関するデータ整備が進んでいる道路施設について先行し、健全性の割合、個

別施設の健全性、修繕方針を「見える化j し、公表します。

( 2）平成 28年度～平成 30年度

県民の皆さんや維持管理に携わる職員がWeb上でシステムを活用し、メンテ

ナンス情報等を閲覧できるシステムを構築します。その後、「見える化jする施

設の拡大を図ります。
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（参考 1）公共土木施設

道路 ：橋梁、 トンネル、横断歩道橋、シェッド、大型カルパート、門型標識

河川｜ ：大型水門・樋門、排水機場、ダム

港湾 ：臨港道路橋梁、港湾施設、海岸保全施設

砂防 ：砂防設備、急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設

（参考 2）平成 27年度における「見える化」イメージ

( 1 ）施設別の健全性割合

平成 27年度の対象：［道路〕橋梁、トンネル、横断歩道橋、シェッド

。定期点検結果に基づき施設毎に状態を区分し、公表します。

橋梁： 721橋

（全 4.216橋）

」

区分

Il 

ill 

Pl 

圏トンネル： 96本 圏横断歩道橋： 101橋 園シェッド： 14基

（全 126トンネル） （全 101橋） （全日基）

※上段は平成 26年度点検実施数 下段は県管理施設全数

状態

走行性司安全性に問題はない施設

走行性岨安全性に問題はないが、
一部に軽微な変状を有する施設

走行性・安全性に問題はないが、
概ね5年以内に一部の修繕が必要な変状を有する施設

' 走行性・安全性に問題がある施設

γ 

※修繕が必要な施設（区分Eの施設）については、点検完了後、概ね 5年以内に

計画的に修繕していきます。また、予防保全の観点から、将来的には区分 Eの

施設の修繕を計画的に実施し、区分亜の施設が発生しないように取り組みます。
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( 2 ）個別施設の健全性

・個別施設の状況を管轄市町別にわかりやすく公表します。

管理者 行政区溺 点後記録
架設

橋長 幅員
橋梁名（フリガナ〉 路線名 年次

(m) Cm) 
〈西暦〉

管理者名 都道府県名 市区切柑名 区分

A橋 All~ 00線 1960 10 8 三重県 三重県 00市

8穏 811~ 00線 1970 20 8 三重県 三重県 00市 JI 

C橋 CJ＼~ 00線 1960 30 8 三重県 三重県 00市 JJI 

D橋 DJW 00線 1950 40 9 三重県 三重県 00市 JI 

E橋 日＼~ 00線 1970 50 9 三重県 三重県 00市 JJI 
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次期三重県建設産業活性化プラン（仮称）について

1 三重県建設産業活性化プランの概要

地域の建設業は、良質な社会資本の整備、災害時等の安全・安心や地域雇

用の確保など、重要な役割を担っています。

しかしながら、建設投資の減少に伴い受注競争が激化するなど、建設業を

取り巻く経営環境は非常に厳しくなり、その活力をなくしてきていたため、

工事の品質低下への懸念、災害等の緊急対応への不安、また、地域経済への

影響が課題となっていました。

そこで、「三重県建設産業活性化プランJ（取組期間平成 24年度～平成 27
年度、以下「現プラン」という。）では、三重県の建設業の将来ビジョンを「技

術力を持ち地域に貢献できる建設業～確かな技術で地域に必要とされ未来に

存続する～」とし、現プラン実現のため、「技術力」、「地域貢献」、「経営力」

の3つのキーワードによる、 8つの取組を行っています。

これらの 3づのキーワードに対し設定した取組目標「工事成績評定点の平

均点J、「地域・社会貢献に取り組む業者との契約率J、「売上高経常利益率の

平均値」については、平成 26年度末時点ですべての目標数値を達成しました。

2 現プランの問題点

(1）建設業界は、高齢化、若年入職者の減少が一層進行するとともに、産業全

体に比べて売上高経常利益率が低い状祝にあるなど、未だ活性化を感じら

れる状況までには至っていません。

(2）現プランで掲げた 3つの課題、「工事の品質低下への懸念j、「災害等の緊急

対応への不安心 f地域経済への影響jは、いずれも発注者である県の視点で

とらえた課題でした。

3 有識者会議の設置

次期三重県建設産業活性化プラン（仮称）（以下「次期プラン」という。）

の策定にあたり、有識者で構成する「三重県建設産業活性化プラン検討会議」

（以下「検討会議Jという。）を設置しました。

7月 22日に開催した第 I回検討会議における主な意見は次のとおりです。

(1)若年者の入職促進、人材育成が必要

若年者の就職のニーズはあるが、入職は進んでいなり。

若年者の入職には、労働環境の改善が必要である。

若年者の離職防止のため、資格取得の研修などが必要である。

(2）入札契約制度の改善が必要

落札率が低く、工事単位での利潤が確保できない。

くじ引きでの落札が多く、計画的な受注に基づく経営が困難な状況にある。

不良不適格業者の排除など、入札参加業者の絞り込みが必要である。

受注機会の拡大が必要である。

入札手続き等の事務が煩雑であり、労力と費用がかかる。
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4 次期プラン策定の考え方

次期プランの策定に当たっては、検討会議での意見等を踏まえ、人材確保・

育成と入札契約制度の改善に取り組んでいきます。

（参考）三重県建設産業活性化プラン検討会議 委員名簿
仁．

所属 委員職氏名

国立大学法人 教授 酒井 俊 典

一重大学大学院

東日本建設業保証株式会社 二重支店長 堤ー洋司

二重県信用保証協会 専務理事 長野守

公益財団法人 常務理事 永 田 慎 吾

二重県産業支援センター

二重県中小企業団体中央会 事務局長 別所浩己

株式会社柳川建材店 代表取締役 柳 川 貴 子

二重県立津工業高等学校 校長 村井司

伊賀市 建設部次長 中井秀幸

兼建設一課長

二重県建設産業団体連合会 理事 山 野 稔

（一般社団法人二重県建設業協会） （副会長）

二重県 県土整備部長 水谷優兆
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告について

平成26年度において、県土整備部の公の施設で指定管理者が管理を行った

施設は次の 10施設です。

これらの施設について、指定管理者制度に関する取扱要綱に基づき、平成26 

年度分の管理状況を報告します。

区分 施設の名称 指定管理者の名称 指定の期間

i 道施設
三重県 公益財団法人

三重県下水道公社
H26.4.l～H31.3.31 

流域下水道施設

県営都市公園

北勢中央公園
株式会社名阪造園 H25A.l～H30.3.31 

県営都市公園 二重県森林組合連合会 、

鈴鹿青少年の森 グj卜7。
H25.4.1～H30.3.31 

県営
県営都市公園

都市 株式会社東産業 H25,4.1～H3Q.3.31 
亀山サンシャインハ。目ク

公
国 県営都市公園

大仏山公閤
有限会社太陽緑地 H25.4.1～H30.3.31 

県営都市公園 紀伊長島レク9ェサョン

熊野灘臨海公園 都市開発株式会社
H25.'!.1～H30.3.31 

， 

二重県営住宅 鈴鹿亀山不動産事業

く北勢プロヴク＞ 協同組合
H26.4.1～H31.3.31 

望 三重県営住宅及び二重県
伊賀南部不動産事業

及び
特定公共賃貸住宅

協同組合
H26.4.1～H31.3.31 

＜中勢伊賀プロック＞
特定

三重県営住宅及び三重県
I一止、 二重県南勢地区管理事業

共賃貸住

特定公共賃貸住宅
共同体

H26.4.l～H31.3.31 

く南勢プロック＞

三重県営住宅 二重県南勢地区管理事業宅

＜東紀州7'ロック＞ 共同体
H26.4.1～H31.3.31 
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・指定管理者の自己評価の基準

評価項目 1の評価：

「AJ業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。

「B」業務計画を順調に実施している。

「CJ業務計画を十分には実施で、きていない。

「DJ業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。

評価項目 2、3の評価：

「AJ当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。

「B」当初の目標を達成している。

「C」当初の目標を十分には達成できていない。

「D」当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。

圃県の評価の基準

「十」指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。

「－J指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。

I J （空白）指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告〈平成26年度分〉（槻要）

施設の名称 ｜｜三重県流域下水道施設 県営都市公園北勢中央公園

指定管理者の II I 
｜｜公益財団法人三重県下水道公社 ｜株式会社名阪造園

名称 II I 
＼流域下水道の機械施設及び電気施設の操作！こI・公園の維持修繕及び巡視点検に闘する薬務
関する業務 卜公園の利用者への案内に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理卜条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
に関する業務 ｜の行為の制限、利用の禁止文は制限

業務の内容 ｜卜その他の業務 。 卜公園施設のうち野球場、テニスコートの利用の

主な成果目標
及び実績

内容 目標 実績

許可
・公園の利用の促進
且その他の業務

内容 目標 実績

目標放流： BOD L 14mg/1 _J_ 8.6mg/I J_ 年間公園利用者数＿＿ J＿~－~~，000人｜側45人水質
（最大値）
【北部浄化・
センター】 iT-N I 12mg/I I 9.Bmg/I 

’ ・・・・・・・・・・・・M・・・・a・・・w”・・・・・・縄・・＿，＿＿”・ー・・・・・・・・・・・叫・．．．．．．．．．．．．同調・・...・・・．．．．”・・・・.......＿＿＿＿＿聞・・・・・・・・・・~－..... －”・・・・・・・...........圃．．”・・・－－．．．．
汚泥含水率

【北部浄化センター】
76弘以下 73.6% 

H25 H26 i-125 H26 

項目 ｜器購｜県の評価｜賠需｜県の評価｜器開県の評価＇~~~藷｜県の評価

回下水道の普及啓発のため、見学者を積極的に

民年12囲のイベントを開催し、公園の集客に努め
た。

受け入れた。 ト年間公園利用者数の成果目標を達成した4

・大雨等の異常時を除き、放流水質の成果目標｜以上のことから、いずれの評価項目についても
を達成するとともに、汚泥含水率についても成果｜指定管理者の自己評価と同じ評価とした。
目標を達成した。

県の総括的な l以上のことから、いずれの評価項目についτも
評価 ｜｜指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

く今後の課題又は指定管理者への期待＞ ｜く今後の課題又は指定管理者への期待〉
ー今後も良好な水質を確保するとともに、施設の卜引き続き成果目標を達成していくため、利用者
長寿命化とライフサイクルコストの低減に向けた｜拡大に向けたさらなる取組の実施を期待する。
効果的な点検や適切な維持修繕を期待する。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告〈平成26年度分〉（概要）

施設の名称 ｜｜県営都市公園鈴鹿青少年の森 県営都市公園亀山サンシャインパーク

指定管理者の II
｜｜三重県森林組合連合会グループ 株式会社東産業

名称 ｜｜ 

業務の内容

成果目標
及び実績

日・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
．公園の利用者への案内に関する業務
－条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
＝その他の業務

内容 目標 実績

E公菌の維持修繕及び巡視点検に関する業務
．公園の利用者への案内に関する業務
－条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
．その他の業務

内容 目標 実績

年間公園利用者数 I 260,000人l308,232人｜ 年間公園利用者数 I s6o,ooo人 I753,878人

〆H25 H26 H25 H26 

．評価項目

と内容 11~＝~藷｜県の評価 1~＝鵠｜県の評価｜器開県の評価｜盟諸｜県の評価
B A 1管理業務のII

実施状況 II
施設の利用｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 降 I" I 

A 

II B I I B I I B I I B 
状況 II I _I I_ L I I 

3成果目標及｜｜ r r ・1 r r 1 1 
II B I I A I I C I I C 

びその実績II I I I I I I 

県の総括的な
評価

”＜指定管理者の評価に対する県の評価〉 ｜く指定管理者の評価に対する県の評価〉
個公園施設及び植物の管理を適切に行った。 卜来場者や地域住民の意見を積極的に取り入

．れ、公閤施設及び植物の管理を適切に行った。
・施設の利用申込み状況のホームページへの掲iまた、地域住民やボランティア団体と協力しなが
載、新設した掲示板への各種情報の提供などに｜ら圏内の植栽管理を行うなど、住民参加の促進
より利用者の利便性を向上させた。 iを図る取組を実施した。

・年間公園利用者数が成果目標に対し118.6% 卜積極的な自主事業の実施により、圏内利用者
の達成率となり、目標を大幅に上回った。 i数及びイベント等利用者数が前年度！こ比べ七増

加LTこ。
以上のことから、いずれの評価項自についても

指定管理者の自己評価と同じ評価とした。 卜年間公園利用者数の成果目標を達成できな
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以上のことから、いずれの評価項目についても
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。



指定管理者が行う公の施設の管理状況報告〈平成26年度分〉（概車）

施設の名称 ｜｜県営都市公園大仏山公園 県営都市公園熊野灘臨海公園

指定管理者の H I 
｜｜有限会社太陽緑地 i紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社

名称 ｜｜ ｜ 

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務 卜公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務’
・公園の利用者への案内に関する業務 卜公園の利用者への案内に関する業務
圃条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内卜条例に基づく公園の利用時間の変更、公圏内
の行為の制限、利用の禁止又は制限 ｜の行為の制限、利用の禁止又は制限

業務の内容 ｜卜公園施設のうち野球場、テニスコート及びゲート｜・公園の利用の促進
ボール場の利用の許可 卜その他の業務
’公園の利用の促進
置その他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績
成果目標
及び実績

年間公園利用者数 I 220.000人 I2os,602人｜ 年間公園利用者数 I 100.000人 I724,132人

高
山
一

評
一

の
一

県
一

者
価
一

理
評
一

管
己
一

B

定
自
一

指
の
一
－

高
山
一

市
T

一

例
一
一

県
一

者
価
一
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評
一

管
己
一

A

定
自
一

指
の
一

高
山
一

評
一

の
一

県
一

者
価
一

理
評
一

管己一

B

定
自
一

指
の
一

高
山
一

評
一

の
一

i

県
一

者
価
一

理

評

一

管
己
一
巳

定
自
一

指
の
一

一
間
況

一
審
犬
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喋
刷

醐
擢
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融
実

評
む
一

1

H25 H26 H25 H26 

施設の利用” I I I I I I II B I I B I I B I I B 
状況 II L I_ J_ J I I 
成果目標及.－II I I I I I I 

II B I I C I I B I I B 
びその実績1 I I I I I I 

目く指定管理者の評価に対する県の評価〉 ｜く指定管理者の評価に対する県の評価〉
＝公園施設及び植物の管理を適切に行った。 卜公園施設及び植物の管理を適切に行った。

圃平日の利用促進策としてのテニス教室の実施卜道の駅マンボウでのイベントの開催など自主事
や春、秋に開催するイベントの充実など公園の ｜業の実施により、公園の利用促進を図った。
利用促進を図った。

－年間公園利用者数の成果目標を達成した。

41 



指定管理者が行う公の施設の管理状況報告〈平成26年度分＞（概要）

施設の名称 ｜｜三重県営住宅〈北勢ブロック〉
三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈中勢伊賀ブロック〉

指定管理者の H I 
｜｜鈴鹿亀山不動産事業協同組合 l伊賀南部不動産事業協同組合

名称 II I 
・県営住宅及び共同施設の管理に関する業務 卜県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共同
（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等を｜施設の管理に関する業務（県営住宅等の入居者
除く） ｜の決定、使用料の決定等を除く）
・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維 卜県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の維

業務の内容 ｜｜持、保守管理、修繕等に関する業務 ！持、保守管理、修繕等に関する業務

成果目標
及び実績

評価項目
と内容

－その他の業務 トその他の業務

内容

建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応！

H25 

目標

毎月2回
以上

1時間
以内

実績

月平均
4.3田

緊急な修

｜繕間等島に1時
以内に
対応

H26 

内容

建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応

H25 

目標

毎月2回
以上

1時間
以内

実績

月平均
8回

緊急な修
繕等lこ1時
間以内に
対応

H26 

II指定管理者｜ ｜指定管理者｜ ｜指定管理者｜ ｜指定管理者l 価
の自己評価県の評価の自己評価県の評価の自己評価県の評価の自己評価県の評

管理業務の H I ./" I I ’ I I 11 ,.,/ I .../ I A I I A I I A 
実施状況 II./" レ／ I I I I I 

施設の剥用l ./"I ,/I ・ I I I I 
ll,/l,/181  181  IB  

状況 II./" レ／ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

成果目標及.II ...........--1 ,/I I I I I II .,,,/ I .,,,/ I A I I A 1・ I A 
－びその実績し／／ I./" I I I I I 

く指定管理者の評価に対する県の評価〉 ｜く指定管理者の評価に対する県の評価〉
”巡回パトロールや「御意見はがき』の配布により｜・巡回パトロールや意見箱の設置により入居者
入居者の要望等を的確に把握し、対応したこと ｜の要望等を的確に把握し、対応したことから、
から、『管理業務の実施状況jについて指定管理｜「管理業務の実施状況Jについて指定管理者の
者の自己評価（特に優れた実績を上げている）と｜自己評価（特に優れた実績を上げている）と閉じ
同じ評価とした。 ｜評価とした。

J建物等の点検確認』及び「緊急対応（迅速か｜・『建物等の点検確認Jは目標である毎月2回以
つ誠実な対応）』の成果目標を達成するととも ｜よを大幅に上回る月平均8回実施している。ま
に、アンケートにおいて85.3%の入居者が住宅修｜た、「緊急対応（迅速かつ誠実な対応）」の成果
繕への迅速な対応を評価していることからJ成｜目標も達成するとともに、アンケートにおいて
果目標及びその実績jについて指定管理者の自 183.4%の入居者が住宅修繕への迅速な対応を

県の総括的な II己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評｜評価していることからJ成果目標及びその実
評価 i価とした。 ｜績Jについて指定管理者の自己評価（特に優れ

た実績を上げている）と同じ評価とした。

く今後の課題又は指定管理者への期待〉 ｜く今後の課題又は指定管理者への期待〉
－アンケートにおいて86.9%の入居者が「どちらか｜・アンケートにおいて87.9%の入居者が「どちらか
と言えば住みやすい』以上の評価をしており、今｜と言えば住みやすいJ以上の評価をしており、今
後とも一層のサービス向上と適切な施設・設備 ｜後とも一層のサービス向上と適切な施設”設備
等の管理を期待する。 ！ ｜等の管理を期待する。
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告く平成26年摩分〉（概要）

三重県堂住宅及び三重県特定公共賃貸住宅 一
施設の名称 ｜｜ ｜ニ重県営住宅〈東紀州ブロック〉

〈南勢ブロック〉

指定管理者の｜｜ I 
｜｜三重県南勢地区管理事業共同体 ｜三重県南勢地区管理事業共同体

名称 II I 
．・県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに共同卜県営住宅及び共同施設の管理に関する業務
”施設の管理に関する業務（県営住宅等の入居者｜（県営住宅の入居者の決定、使用料の決定等を
の決定、使用料の決定等を除く） ｜除く）
－県営住宅等及び共同施設の施設・設備等の維ト県営住宅及び共同施設の施設・設備等の維

業務の内容 ｜｜持、保守管理、修繕等に関する業務 ｜持、保守管理、修繕等に関する業務
－その他の業務 卜ぞの他の業務

内容 目標 実績 内容 目標 実績

成果目標
及び実績

建物等の点検確認
毎月2回
以上

月平均
3.5回

建物等の点検確認 毎月2回
以上

月平均
3回

迅速かつ誠実な対応 応対な実誠つ
品

μ速迅

修
時
に

な
口
内
応

急
期
以
対

緊
繕
間

閣
内

闘
以

緊急な修
1時間 ｜繕等iこ1時
以内 ｜間以内に

対応

H25 H26 H25 H26 
評価項目

と内容 ｜括購｜県の評価｜器調県の評価 1~＝~＝： 1 県の評価｜標語｜県の評価
1管理業務の1II A I I A I I A I . I 

実施状況 II '"' I I '"' I I '"' I ・1 
施設の利用｜｜ BI  I BI  I A I - I A 

3成果目標及.II A I I A I I A I I A 

びその実績｜｜ 門 ｜ ｜ 門 I I '°' I I /"'¥ 

く指定管理者の評価に対する県の評価〉
・巡回Jfトロールや意見箱の設置により入居者
の要望等を的確に把握し、対応したことから、
f管理業務の実施状況jについて指定管理者の
自己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ
評価とした。

く指定管理者の評価に対する県の評価〉
・巡回パトロールや意見箱の設置により入居者
の要望等を的確に把握し、対応したことから、
「管理業務の実施状況』について指定管理者の
自己評価（特に優れた実績を上げている）と閑じ
評価とした。

県の総括的な
評価

J建物等の点検確認』及び「緊急対応（迅速か lJ建物等の点検確認J及び「緊急対応（迅速か
っ誠実な対応）Jの成果目標を達成するととも iつ誠実な対応）』の成果目標を達成するととも
に、アンケートにおいて82.7%の入居者が住宅修｜！こ、アンケートにおいて87.5%の入居者が住宅修
繕への迅速な対応を評価していることから、 f成｜繕への迅速な対応を評価していることから、「成
果目標及びその実績jについて指定管理者の自 i果目標及びその実績jについて指定管理者の自
己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評 i己評価（特に優れた実績を上げている）と同じ評
価とした。 ｜価とした。

く今後の課題又は指定管理者への期待〉 ！く今後の課題又は指定管理者への期待〉
・アンケートにおいて84.7%の入居者が「どちらか！鴎アンケートにおいて97.3%の入居者が「どちらか
と言えば住みやすいJ以上の評価をしており、今｜と言えば住みやすいj以上の評価をしており、今
後とも一層のサービス向上と適切な施設・設備 ｜後とも一層のサービス向上と適切な施設・設備
等の管理を期待する。 ｜等の管理を期待する。
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審議会等の審議状況（平成2.7年 6月3日～平成27年9月 14日）

（県土整備部）

1審議会等の名称 ニ重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 平成27年7月.， 4日

3委員 委員長安食和宏、副委員長酒井俊典他5名

4諮問事項 一重県公共事業再評価の審議について

次の県事業について審議が行われた。

公共事業再評価実施事業

0水道事業

－北中勢水道用水供給事業

5 調査審議結果 継続審議（ 8月21日開催の一重県公共事業評価審査委

員会において事業継続が了承された）

6備考

1審議会等の名称 ＝重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 平成27年8月 11日

3 委員 委員長安食和宏、副委員長酒井俊典他7名

4 諮問事項 ニ重県公共事業再評価の審議について

次の県事業について審議が行われた。

公共事業再評価実施事業

.0道路事業

・一般国道36 8号仁柿峠バイパス

・一般国道42 2号八知山拡幅

・一般国道42・2号＝田坂バイパス

・一般国道 36 8号大内拡幅

5 調査審議結果 一般国道36 8号仁柿峠バイパスが継続審議となった。

他の事業は、継続が了承された。

6 備考

1審議会等の名称 ＝重県公共事業評価審査委員会

2 開催年月日 平成27年8月21日

3委員 委員長安食和宏、副委員長酒井俊典他7名

4諮問事項 ニ重県公共事業再評価の審議について

次の県事業について審議が行われた。

公共事業再評価実施事業

0水道事業

－北中勢水道用水供給事業

0林道事業

－波留相津線

0道路事業

・一般県道一志出家線中川原橋

・一般国道 16 7号鵜方磯部バイパス

－主要地方道磯部大王線志島バイパス

5 調査審議結果 事業継続が了承された。

6 備考
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